
 

 

 

長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会規約 

 

（目 的） 

第１条  この協議会は、長崎県の特色を活かしたグリーン・ツーリズムを推進するた         

め、地域活動の主体となる実践者と市町村を始めとする各支援者が研鑽を深め、         

相互の連携を図りながら、多様な農林漁業体験等や地域の情報発信を行うこと         

により、農山漁村地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 この協議会は、長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会（以下「協議会」という。）

という。 

 

（構 成） 

第３条 協議会の会員は、第１条の目的に賛同する次の機関、団体、個人等とする。 

  （１）特別会員 

            長崎県 

    （２）一般会員 

    ①A会員（支援者） 

            長崎県農業会議 

            県内市町 

            農林漁業関係団体  など 

    ②B会員（実践者） 

      グリーン・ツーリズム実践者組織 

      県内農林漁業体験宿泊施設経営者等 

    （３）賛助会員 

            長崎県市長会 

            長崎県町村会 

            長崎県観光連盟 

            長崎県生活協同組合連合会 

            その他本会に協力頂く県内外公的機関、団体及び学識経験者等 

 

（事 業） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

    （１）グリーン・ツーリズムの実践者への支援活動 

    （２）実践者・支援者の人材育成と連携促進 

   （３）広報活動 

  （４）農泊実施地域の選定 

   （５）その他目的を達成するための事業 

 

 

 



 

 

 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

    （１）会長   １名 

    （２）副会長    １名 

    （３）監事      ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、長崎県農山村振興課長の職にある者、副会長は、長崎県農業協同組合中

央会総務教育部長の職にある者をもってあてる。 

２  監事は、総会において選出された職の者をもってあてる。 

 

（役員の任期） 

第７条 監事の任期は２ｹ年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補充によって就任した監事の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

３ 監事は、会務を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（幹 事） 

第９条 協議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、会長が任命する。 

３ 幹事の任期は３ｹ年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 幹事は、幹事会を構成し、会長の命を受け、会務を円滑に進めるために必要な事項等

について協議する。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、農林部農山村振興課内に置く。 

２ 事務局に次の職員を置く。 

      事務局長  １名 

      事務局員   若干名 

３ 事務局長は、農山村振興課地域振興班長の職にある者をもってあて、事務局員は農山

村振興課の関係職員をもってあてる。 

４ 事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。 

 

（会 議） 

第１１条 会長は、毎年度１回通常総会を招集する。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。 

３ 総会の議長は、会長がつとめるものとする。 

４ 総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む。以下同じ。）をもって成立し、総会の

議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 



 

 

５ 議長は、総会の議事について議事録を作成するものとし、議事録には議長及び   

議事録署名人２名以上が署名するものとする。 

 

（総会の議決事項） 

第１２条 次にあげる事項は、総会の議決を経なければならない。 

（１）規約の制定及び改廃 

    （２）役員の選任 

    （３）事業計画及び収支予算 

     （４）事業報告及び収支決算 

     （５）負担金及び徴収方法 

     （６）解散 

      （７）その他必要な事項 

 

（経費及び負担金等） 

第１３条 協議会の経費は、負担金、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。 

２ 一般会員については、次のとおり会費を納入するものとする。 

（１）Ａ会員（支援者） 年額５万円 

（２）Ｂ会員（実践者） 

      団体  年額５千円 

      個人  年額３千円 

３ 特別会員及び賛助会員については、会費を徴収しない。 

 

（会計年度） 

第１４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第１５条 この規約に定めない事項については、会長が別に定めることができる。 

 

 

附 則 

 

  １ 平成８年度の会計年度は、第１４条の規定にかかわらず、設立の日から平成９   

年３月３１日までとする。 

  ２ この規約は、平成８年１０月１４日から施行する。 

  ３ この規約は、平成９年４月１日から施行する。 

  ４ この規約は、平成１２年６月１５日から施行する。 

  ５  この規約は、平成１３年６月１１日から施行する。 

  ６ この規約は、平成１６年７月９日から施行する。 

  ７ この規約は、平成１７年７月１１日から施行する。 

８ この規約は、平成１８年７月２５日から施行する。 

９ この規約は、平成２５年５月１５日から施行する。 

１０この規約は、令和３年５月３１日から施行する。 

１１この規約は、令和６年５月１７日から施行する。 


